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やむを得ない理由で緊急事態宣言対象地域へ 

往来される方・家族等が来られる方へ 
 

① 往来後、少なくとも１週間はできる限り自宅で体調を観察してください。

(裏面の健康観察票をご活用ください。） 

② その間、人との接触を避けてください。 

③ 風邪等の症状がある場合は無理をせず会社や学校を休んでください。 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

福島県からの協力要請について 
 

感染拡大防止、医療提供体制の負荷軽減のため、福島県から以下の 

協力要請がありました。 

村民の皆様もご協力をお願いいたします。 
 

 

◆不要不急の外出を自粛すること。特に午後８時以降の外出自粛を 

  徹底すること。 
 

  ※医療機関への通院、食料・衣料品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、 

    屋外での運動や散歩など生活や健康の維持に必要な場合を除く 

 

◆緊急事態宣言対象地域を始めとする感染拡大地域との不要不急 

の往来を自粛すること。 
 

  ※緊急事態宣言対象地域：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、岐阜県、 

                           愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県 

※不要不急の往来の例：帰省や旅行 

 

◇期間 ２月７日（日）まで 

福島県内の感染状況は極めて危機的状況です！ ！  
 

① 外出は、その必要性をしっかりと考えて、慎重に行動してください。 

② 普段一緒にいない人との飲食などは避けてください。 

③ マスクなしでの会話は止めてください。 



氏名

日付
（曜日）

検温時刻 体温 体調 行動記録 備考

（朝）　　　7:30 36.5　℃

（夕）　　18：00 36.7　℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

/
（　　）

/
（　　）

/
（　　）

例 自家用車、マスク着用良 □□へ買い物

/
（　　）

 健 康 観 察 票

     新型コロナウイルス感染拡大防止のための記録票です。
     ご自身の健康管理にお役立てください。（提出不要です。）

/
（　　）

1/20
（水）

/
（　　）

/
（　　）

/
（　　）

/
（　　）

/
（　　）

「体調」欄の具体的な症状の記入例

せき・のどの痛み・鼻水・だるい・息苦しい・頭痛・下痢・味覚症状・嗅覚異常 等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


